
名

称

所

在

地

ト
ラ
ン
ス
・
コ
ス
モ
ス
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
十
五
番
十
八
号

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

土
地
改
良
区
名

所

在

地

認
可
年
月
日

大
田
村
土
地
改
良
区

杵
築
市

平
二
八
・
一
一
・

八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
取
得
税
の
収
納
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

付
保
義
務
の
発
生
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

教
育
委
員
会
告
示

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
船
長
〕
）
採
用
選
考
実
施
要
項
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
立
学
校
実
習
助
手
採
用
選
考
試
験
実
施
要
項
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
教
育
庁
等
職
員
（
埋
蔵
文
化
財
担
当
）
採
用
選
考
試
験
実
施
要
項
…
…
…
…
…
六

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

警
察
本
部
訓
令

保
護
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

公

告

契
約
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

基
本
測
量
の
終
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
取
得
税
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

二

委
託
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

海
辺
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 金 曜 日 ）

第
二
八
三
二
号

十
一
月
十
八
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
成
仏
杵

築
線

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
川
平
一
六
一
八
番

七
か
ら

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
川
平
一
四
番
二
地

先
ま
で

前

八
・
九

〜

六
・
〇

七
三
・
〇

後

二
四
・
〇

〜

六
・
七

七
三
・
〇

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
岩
谷
二
七
番
一
地

先
内

前

一
一
・
〇

〜

七
・
〇

五
九
・
〇

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
岩
谷
二
七
番
三
地

内

後

二
七
・
二

〜

七
・
〇

五
九
・
〇

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
岩
谷
三
二
九
番
一

地
先
か
ら

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
岩
谷
三
三
〇
番
一

地
先
ま
で

前

九
・
〇

〜

六
・
〇

四
八
・
〇

後

一
六
・
二

〜

七
・
四

四
八
・
〇

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
岩
谷
三
三
〇
番
五

か
ら

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
高
平
四
〇
八
番
三

ま
で

前

一
三
・
九

〜

六
・
〇

四
八
・
〇

後

二
〇
・
六

〜

七
・
〇

四
八
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
成
仏
杵
築
線

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
川
平
一
六
一
八
番
七
か
ら

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
川
平
一
四
番
二
地
先
ま
で

平
二
八
・
一
一
・
一
八

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
岩
谷
二
七
番
三
地
内

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
岩
谷
三
二
九
番
一
地
先
か
ら

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
岩
谷
三
三
〇
番
一
地
先
ま
で

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
岩
谷
三
三
〇
番
五
か
ら

杵
築
市
大
字
岩
谷
字
高
平
四
〇
八
番
三
ま
で

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
一
号

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
船
長
〕
）
採
用
選
考
を
次
の
要
項
に
よ
り
実
施
す

る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大

分

県

教

育

委

員

会

平
成
２９年

度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
船
長
〕
）
採
用
選
考
実
施
要
項

大
分
県
教
育
委
員
会

１
目
的

大
分
県
立
学
校
の
海
事
職
（
船
長
）
を
志
望
す
る
者
に
つ
い
て
、
平
成
２９年

度
採
用
に
当
た
っ
て
の
選

考
資
料
と
す
る
た
め
に
実
施
す
る
。

２
選
考
対
象
の
職
種
、
採
用
予
定
者
数
及
び
職
務
内
容

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
）

二



職
務
内
容

平
成
２９年

度
か
ら
大
分
県
立
津
久
見
高
等
学
校
海
洋
科

学
校
に
勤
務
し
、
同
校
所
属
の
実
習
船
の
船
長
と
し
て
、

各
種
航
海
（
国
際
航
海
を
含
む
。
）
に
お
け
る
運
行
及
び

当
該
実
習
船
の
維
持
・
管
理
等
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す

る
。

採
用
予
定
者
数

１
人

職
種

海
事
職
（
船
長
）

平
成
28年
11月
18日
（
金
）
か
ら
同
年
12月
12日
（
月
）
ま
で
（
日
曜
日
、

土
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

願
書
受
付
期
間

・
４
⑵
の
書
類
の
提
出
先
に
持
参
す
る
こ
と
。

・
受
付
時
間
は
、
８
：
３０～

１７：
１５と

す
る
。

・
簡
易
書
留
と
し
、
封
筒
の
表
に
「
海
事
職
（
船
長
）
願
書
在
中
」
と
朱
書
き
す

る
こ
と
。

・
平
成
２８年

１２月
１２日

（
月
）
到
着
の
も
の
（
必
着
）
ま
で
有
効
と
す
る
。

①
持
参
に
よ
る

場
合

②
郵
送
に
よ
る

場
合

注
意
事
項
等

・
必
要
事
項
を
記
入
し
、
写
真
を
貼
付
す
る
こ
と
。

・
必
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

・
二
級
海
技
士
（
航
海
）
以
上
の
免
状
の
写
し
を
同
封
す
る
こ

と
。

・
８２円

切
手
を
貼
り
、
住
所
及
び
氏
名
を
明
記
す
る
こ
と
（
宛
名

は
「
○
○
様
」
と
す
る
こ
と
。
）
。

の
り

・
封
筒
の
規
格
は
、
２３．５㎝

×
１２㎝

（
長
形
３
号
）
、
糊
付
封
筒

と
す
る
（
両
面
テ
ー
プ
貼
付
可
）
。

・
所
定
の
も
の
（
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
入
す
る
こ
と
。
）

提
出
物

願
書

受
験
票

海
技
免
状
の
写
し

返
信
用
封
筒
２
枚

（
「
受
験
票
送
付
用
」
及
び

「
選
考
結
果
通
知
用
」
）

自
己
紹
介
書

①②③④⑤

・
個
人
面
接
（
３０分

）
人
物
・
教
養
・
専
門
性
な
ど
に
つ
い
て
の
個
人
面
接

・
受
験
票
送
付
の
際
、
受
験
者
ご
と
に
日
程
を
通
知
す
る
。

試
験
内
容

日
程

３
受
験
資
格

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

�
昭
和
３３年

４
月
２
日
か
ら
昭
和
４７年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

�
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１４９号

）
に
規
定
す
る
二
級
海
技
士
（
航

海
）
の
免
許
又
は
こ
れ
よ
り
上
級
の
免
許
を
現
に
有
し
、
履
歴
限
定
及
び
能
力
限
定
（
非
ECD

IS
限

定
）
が
解
除
さ
れ
て
い
る
者
又
は
平
成
２９年

３
月
３１日

ま
で
に
解
除
見
込
み
の
者

�
第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
以
上
の
無
線
従
事
者
資
格
を
持
つ
者
又
は
平
成
２９年

３
月
３１日

ま
で
に

取
得
見
込
み
の
者

�
船
長
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
経
歴
を
有
す
る
者

�
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者

�
平
成
２９年

４
月
１
日
の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
者

４
出
願
等
手
続

�
願
書
受
付
期
間
及
び
提
出
方
法

提
出
方
法
は
、
次
の
①
又
は
②
と
す
る
。

�
書
類
の
提
出
先

大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
大
分
県
庁
舎
別
館
７
階

大
分
県
教
育
庁
教
育
人
事
課
採
用
試
験
・
免
許
班

郵
便
番
号

８７０－
８５０３

電
話
（
０９７）

５０６－
５５１７

�
提
出
書
類

（
注
意
）
ア
必
要
書
類
及
び
記
載
事
項
が
不
備
の
場
合
は
、
受
け
付
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。

イ
願
書
と
受
験
票
は
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

ウ
願
書
、
受
験
票
及
び
自
己
紹
介
書
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
http://kyouiku.oita-ed.jp/）

か
ら
も
入
手
で
き
る
。

エ
受
験
料
は
不
要
で
あ
る
。

�
受
験
票
の
交
付

平
成
２８年

１２月
１６日

（
金
）
頃
本
人
宛
て
発
送
す
る
。

５
選
考

�
期
日

平
成
２８年

１２月
２３日

（
金
）

�
試
験
場

大
分
県
庁
舎
別
館
８
階

８５会
議
室
（
大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
）

（
注
意
）
受
験
者
に
よ
る
県
庁
舎
駐
車
場
の
利
用
は
で
き
な
い
。

�
試
験
内
容
及
び
日
程

�
携
行
品

受
験
票
及
び
筆
記
具

�
選
考
結
果

選
考
の
結
果
は
、
平
成
２９年

１
月
２０日

（
金
）
午
前
９
時
に
、
大
分
県
庁
舎
本
館
１
階
の
県
政
掲
示

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
）

三
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職
務
の
内
容

工
業
（
機
械
）
に
関
す
る
実
験
又
は
実
習
に
つ
い
て
、
教
諭
の
職

務
を
助
け
る
。

工
業
（
電
気
）
に
関
す
る
実
験
又
は
実
習
に
つ
い
て
、
教
諭
の
職

務
を
助
け
る
。

農
業
に
関
す
る
実
験
又
は
実
習
に
つ
い
て
、
教
諭
の
職
務
を
助
け

る
。

採
用
予
定
者
数

１
人

１
人

２
人

４
人

志
望
種

工
業
（
機
械
）

実
習
助
手

工
業
（
電
気
）

実
習
助
手

農
業
実
習
助
手

合
計

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
二
号

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
立
学
校
実
習
助
手
採
用
選
考
を
次
の
要
項
に
よ
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大

分

県

教

育

委

員

会

板
（
県
民
室
横
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
受
験
者
全
員
に
文
書
で
通
知
す

る
。
ま
た
、
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://kyouiku.

oita-ed.jp/）
に
も
掲
載
す
る
。

６
試
験
の
配
点

個
人
面
接

２００点
７
得
点
等
の
送
付
・
開
示

受
験
者
全
員
に
対
し
て
、
選
考
試
験
の
得
点
を
、
選
考
試
験
の
結
果
の
通
知
と
と
も
に
送
付
す
る
（
口

頭
に
よ
る
開
示
（
簡
易
開
示
）
は
行
わ
な
い
。
）
。

８
合
格
者
の
行
う
手
続

合
格
者
は
、
指
定
す
る
日
ま
で
に
採
用
の
た
め
の
必
要
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。
詳
細
は
、
合
格
者
に

対
し
て
通
知
す
る
。

９
採
用
及
び
給
与

�
合
格
者
は
、
平
成
２９年

４
月
１
日
付
け
で
採
用
す
る
。

�
選
考
試
験
の
合
格
者
で
あ
っ
て
も
、
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
採
用
し
な
い
。

①
受
験
資
格
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

②
大
分
県
教
育
関
係
職
員
健
康
診
断
審
議
会
の
審
議
の
結
果
、
「
就
労
不
可
」
と
判
断
さ
れ
た
場

合
�
願
書
等
の
記
載
事
項
に
虚
偽
が
あ
っ
た
場
合
や
、
県
職
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
違
行
為
が
あ

っ
た
場
合
は
、
合
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

�
採
用
時
の
給
料
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３２年

大
分
県
条
例
第
３９号

）
等
の
規
定
に

基
づ
き
決
定
す
る
。
そ
の
他
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
期
末
・
勤
勉
手
当
等
の
諸
手
当

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

な
お
、
採
用
前
の
職
歴
を
有
す
る
者
は
、
条
件
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
る
。

１０
そ
の
他

携
帯
電
話
は
試
験
場
内
で
は
電
源
を
切
り
、
か
ば
ん
等
に
入
れ
て
お
く
こ
と
。

平
成
２９年

度
大
分
県
立
学
校
実
習
助
手
採
用
選
考
試
験
実
施
要
項大
分
県
教
育
委
員
会

１
目
的

大
分
県
立
学
校
実
習
助
手
を
志
望
す
る
者
に
つ
い
て
、
平
成
２９年

度
採
用
に
当
た
っ
て
の
選
考
資
料
と

す
る
た
め
、
こ
れ
を
実
施
す
る
。

２
求
め
ら
れ
る
実
習
助
手
像

実
験
又
は
実
習
に
関
す
る
専
門
的
な
事
項
に
つ
い
て
、
教
諭
の
職
務
を
助
け
る
こ
と
の
で
き
る
知
識
と

実
践
的
指
導
力
を
も
ち
、
か
つ
職
務
に
対
す
る
使
命
感
に
あ
ふ
れ
る
者

３
選
考
対
象
、
採
用
予
定
者
数
及
び
職
務
の
内
容

※
各
志
望
種
に
お
い
て
同
一
の
試
験
を
実
施
す
る
が
、
障
が
い
者
に
つ
い
て
は
願
書
の
記
載
事
項
を

審
査
の
上
、
障
が
い
の
種
類
や
程
度
に
応
じ
た
受
験
上
の
配
慮
を
行
う
。

４
受
験
資
格

次
の
①
か
ら
④
ま
で
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
と
と
も
に
、
志
望
種
ご
と
に
⑤
か
ら
⑦
ま
で
の
い
ず
れ

か
の
要
件
を
満
た
す
者
に
限
る
。

①
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者

②
昭
和
５１年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者

③
県
内
の
ど
こ
に
で
も
赴
任
で
き
る
者

④
自
力
で
通
勤
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
介
助
な
し
に
実
習
助
手
と
し
て
の
職
務
遂
行
が
可
能
な
者

⑤
工
業
（
機
械
）
実
習
助
手
を
志
望
す
る
者
は
、
工
業
に
関
す
る
学
科
の
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

（
平
成
２９年

３
月
卒
業
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）
又
は
そ
れ
と
同
等
以
上
の
前
記
学
科
に
関
す
る
学
力

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

⑥
工
業
（
電
気
）
実
習
助
手
を
志
望
す
る
者
は
、
工
業
に
関
す
る
学
科
の
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

（
平
成
２９年

３
月
卒
業
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）
又
は
そ
れ
と
同
等
以
上
の
前
記
学
科
に
関
す
る
学
力

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

⑦
農
業
実
習
助
手
を
志
望
す
る
者
は
、
農
業
に
関
す
る
学
科
の
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
平
成
２９年

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
）

四



平
成
28年
11月
18日
（
金
）
か
ら
12月
２
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

願
書
受
付
期
間

・
５
⑵
の
書
類
の
提
出
先
に
持
参
す
る
こ
と
。

・
受
付
時
間
は
、
８
：
３０～

１７：
１５と

す
る
。

・
簡
易
書
留
と
し
、
封
筒
の
表
に
「
実
習
助
手
願
書
在
中
」
と
朱
書
き
す
る
こ

と
。

・
平
成
２８年

１２月
２
日
（
金
）
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。

①
持
参
に
よ
る

場
合

②
郵
送
に
よ
る

場
合

提
出
物

注
意
事
項
等

①
願
書

・
必
要
事
項
を
記
入
し
、
写
真
を
貼
付
す
る
こ
と
。

②
受
験
票

・
必
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

③
返
信
用
封
筒
２
枚

（
「
受
験
票
送
付
用
」
及
び

「
試
験
結
果
通
知
用
」
）

・
８２円

切
手
を
貼
り
、
住
所
及
び
氏
名
を
明
記
す
る
こ
と
（
宛
名

は
「
○
○
様
」
と
す
る
こ
と
。
）
。

の
り

・
封
筒
の
規
格
は
、
２３．５cm

×
１２cm

（
長
形
３
号
）
、
糊
付
封

筒
と
す
る
（
両
面
テ
ー
プ
貼
付
可
）
。

時
間

試
験
等

内
容
等

９
：
００

入
室
完
了

・
試
験
室
に
は
８
：
３０か

ら
入
室
可

９
：
００～

９
：
２０

出
欠
確
認
、
諸
注
意

９
：
２０～

１０：
２０

教
養
試
験

・
基
本
的
な
一
般
教
養

１０：
５０～

１１：
５０

専
門
試
験

・
志
望
種
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
知
識
及
び
技
能

携
行
品

注
意
事
項
等

①
受
験
票

②
筆
記
用
具

・
黒
鉛
筆
又
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
（
Ｈ
Ｂ
程
度
）
、
消
し
ゴ
ム

③
時
計

・
計
時
機
能
だ
け
の
も
の
に
限
る
。

３
月
卒
業
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）
又
は
そ
れ
と
同
等
以
上
の
前
記
学
科
に
関
す
る
学
力
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者

５
出
願
等
手
続

�
願
書
受
付
期
間
及
び
提
出
方
法
等

提
出
方
法
は
、
次
の
①
又
は
②
と
す
る
。

�
書
類
の
提
出
先

大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
大
分
県
庁
舎
別
館
７
階

大
分
県
教
育
庁
教
育
人
事
課
採
用
試
験
・
免
許
班

郵
便
番
号

８７０－
８５０３

電
話
（
０９７）

５０６－
５５１８

�
提
出
書
類

（
注
意
）
ア
必
要
書
類
及
び
記
載
事
項
が
不
備
の
場
合
は
、
受
け
付
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。

イ
願
書
と
受
験
票
は
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

ウ
願
書
及
び
受
験
票
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://kyouiku.

oita-ed.jp/）
か
ら
も
入
手
で
き
る
。

エ
受
験
料
は
不
要
で
あ
る
。

オ
身
体
に
障
が
い
等
が
あ
り
、
試
験
場
に
お
い
て
配
慮
を
必
要
と
す
る
受
験
者
は
、
願
書

の
「
受
験
上
の
配
慮
」
欄
に
そ
の
旨
を
記
入
す
る
こ
と
。

�
志
望
種
等

出
願
す
る
志
望
種
は
、
工
業
（
機
械
）
実
習
助
手
、
工
業
（
電
気
）
実
習
助
手
又
は
農
業
実
習
助
手

の
い
ず
れ
か
一
つ
と
す
る
こ
と
。
併
願
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
出
願
後
の
志
望
種
の
変
更
は
認
め
な

い
。

�
受
験
票
の
交
付

平
成
２８年

１２月
９
日
（
金
）
頃
本
人
宛
て
発
送
す
る
。
平
成
２８年

１２月
１５日

（
木
）
を
過
ぎ
て
も
受

験
票
が
届
か
な
い
場
合
は
、
５
�
の
書
類
の
提
出
先
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

６
第
１
次
試
験

�
期
日

平
成
２８年

１２月
２３日

（
金
）

�
試
験
場

大
分
県
庁
舎
新
館
１４階

大
会
議
室
（
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
）

（
注
意
）
ア
受
験
者
に
よ
る
県
庁
舎
駐
車
場
の
利
用
は
で
き
な
い
。

イ
試
験
場
内
及
び
試
験
場
周
辺
は
、
禁
煙
で
あ
る
。

�
日
程
及
び
試
験
内
容

（
注
意
）
教
養
試
験
及
び
専
門
試
験
に
遅
刻
し
た
場
合
は
、
試
験
開
始
後
３０分

以
内
の
遅
刻
に
限
り
、

受
験
を
認
め
る
。

�
携
行
品

�
試
験
結
果

①
第
１
次
試
験
の
合
格
者
数
は
、
採
用
予
定
者
数
の
３
倍
（
採
用
予
定
者
数
が
１
人
の
場
合
は
４

倍
）
と
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
）

五
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内
容
等

職
務
に
関
す
る
口
頭
試
問

人
物
評
価
に
関
す
る
個
人
面
接

試
験

面
接
Ⅰ

面
接
Ⅱ

第
２
次
試
験
（
２５０点

）

面
接
Ⅱ

１５０点

面
接
Ⅰ

１００点

第
１
次
試
験
（
１５０点

）

専
門
試
験

１００点

教
養
試
験

５０点

試
験

配
点

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
教
育
庁
等
職
員
（
埋
蔵
文
化
財
担
当
）
採
用
選
考
試
験
を
次
の
要
項
に
よ
り
実

施
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大

分

県

教

育

委

員

会

な
お
、
合
格
ラ
イ
ン
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
成
績
が
著
し
く
低
い
場
合
に
は
合
格
者
と
し
な
い
。

※
合
格
ラ
イ
ン
：
採
用
予
定
者
数
の
３
倍
（
採
用
予
定
者
数
が
１
人
の
場
合
は
４
倍
）

※
成
績
が
著
し
く
低
い
場
合
：
第
１
次
試
験
の
得
点
率
が
４０％

（
１５０点

満
点
中
６０点

）
以
下
に

該
当
す
る
場
合

②
第
１
次
試
験
の
結
果
は
、
平
成
２９年

１
月
１７日

（
火
）
（
予
定
）
午
前
９
時
、
大
分
県
庁
舎
本
館

１
階
の
県
政
掲
示
板
（
県
民
室
横
）
に
第
１
次
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も

に
、
別
途
受
験
者
全
員
宛
て
文
書
で
通
知
す
る
。
ま
た
、
第
１
次
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号
は
大

分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://kyouiku.oita-ed.jp/）

に
も
掲
載
す
る
。

③
第
１
次
試
験
の
教
養
試
験
及
び
専
門
試
験
の
「
正
解
・
配
点
」
を
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
http://kyouiku.oita-ed.jp/）

に
掲
載
す
る
。

７
第
２
次
試
験

第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
第
２
次
試
験
を
実
施
す
る
。

な
お
、
日
程
等
の
詳
細
は
、
第
１
次
試
験
結
果
通
知
の
際
に
通
知
す
る
。

�
期
日

平
成
２９年

２
月
１
日
（
水
）

�
試
験
場

大
分
県
教
育
セ
ン
タ
ー
（
詳
細
は
、
第
１
次
試
験
結
果
通
知
の
際
に
通
知
す
る
。
）

（
注
意
）
試
験
場
内
及
び
試
験
場
周
辺
は
、
禁
煙
で
あ
る
。

�
試
験
内
容

�
試
験
結
果

第
２
次
試
験
の
結
果
は
、
平
成
２９年

２
月
９
日
（
木
）
（
予
定
）
午
前
９
時
、
大
分
県
庁
舎
本
館
１

階
の
県
政
掲
示
板
（
県
民
室
横
）
に
第
２
次
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
別

途
受
験
者
全
員
宛
て
文
書
で
通
知
す
る
。

ま
た
、
第
２
次
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
http://kyouiku.oita-ed.jp/）

に
も
掲
載
す
る
。

な
お
、
採
用
予
定
数
内
で
あ
っ
て
も
、
第
２
次
試
験
の
成
績
が
著
し
く
低
い
場
合
は
、
合
格
者
と
し

な
い
。

※
成
績
が
著
し
く
低
い
場
合
：
第
２
次
試
験
の
得
点
率
が
４０％

（
２５０点

満
点
中
１００点

）
以
下
に
該

当
す
る
場
合

８
各
試
験
の
配
点

（
注
意
）
第
２
次
試
験
の
合
格
者
は
、
第
１
次
試
験
及
び
第
２
次
試
験
の
総
合
成
績
に
よ
り
決
定
す

る
。

９
得
点
等
の
送
付
・
開
示

受
験
者
全
員
に
対
し
て
、
第
１
次
試
験
及
び
第
２
次
試
験
の
得
点
及
び
総
合
点
を
、
各
試
験
の
結
果
の

通
知
と
と
も
に
送
付
す
る
。

１０
合
格
者
の
行
う
手
続
等

第
２
次
試
験
の
合
格
者
は
、
指
定
す
る
日
ま
で
に
健
康
診
断
書
（
所
定
用
紙
）
を
提
出
す
る
こ
と
。
詳

細
は
、
第
２
次
試
験
合
格
者
に
対
し
て
通
知
す
る
。

１１
採
用

�
選
考
試
験
の
合
格
者
は
、
平
成
２９年

４
月
１
日
付
け
で
採
用
す
る
も
の
と
す
る
。

�
選
考
試
験
の
合
格
者
で
あ
っ
て
も
、
大
分
県
教
育
関
係
職
員
健
康
診
断
審
査
会
の
結
果
、
「
就
労
不

可
」
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
採
用
し
な
い
。

�
願
書
等
の
記
載
事
項
に
虚
偽
が
あ
っ
た
場
合
や
、
実
習
助
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
違
行
為
が

あ
っ
た
場
合
は
、
合
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

１２
そ
の
他

�
携
帯
電
話
等
は
、
試
験
場
内
で
は
電
源
を
切
り
、
か
ば
ん
等
に
入
れ
て
お
く
こ
と
。

�
過
去
の
試
験
問
題
等
は
、
以
下
の
場
所
で
公
開
し
て
い
る
。

大
分
県
情
報
セ
ン
タ
ー
（
大
分
県
庁
舎
本
館
１
階
）
電
話
（
０９７）

５０６－
２２８５

郵
便
番
号

８７０－
８５０１

大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

平
成
２９年

度
大
分
県
教
育
庁
等
職
員
（
埋
蔵
文
化
財
担
当
）
採
用
選
考
試
験
実
施
要
項

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
）
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職
種

採
用
予
定
者
数

職
務
内
容

埋
蔵
文
化
財
担

当
職
員

２
人

平
成
２９年

度
か
ら
文
化
課
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
等
に
勤
務

し
、
文
化
財
保
護
行
政
及
び
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
・
研
究
等

に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
。

平
成
28年
11月
18日
（
金
）
か
ら
同
年
12月
12日
（
月
）
ま
で
（
日
曜
日
、

土
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

願
書
受
付
期
間

・
４
⑵
の
書
類
の
提
出
先
に
持
参
す
る
こ
と
。

・
受
付
時
間
は
、
８
：
３０～

１７：
１５と

す
る
。

・
簡
易
書
留
と
し
、
封
筒
の
表
に
「
教
育
庁
等
職
員
（
埋
蔵
文
化
財
担
当
）
採
用

選
考
試
験
願
書
在
中
」
と
朱
書
き
す
る
こ
と
。

・
平
成
２８年

１２月
１２日

（
月
）
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。

①
持
参
に
よ
る

場
合

②
郵
送
に
よ
る

場
合

提
出
物

注
意
事
項
等

①
願
書

・
必
要
事
項
を
記
入
し
、
写
真
を
貼
付
す
る
こ
と
。

②
受
験
票

・
必
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

③
返
信
用
封
筒
２
枚

（
「
受
験
票
送
付
用
」
及
び

「
試
験
結
果
通
知
用
」
）

・
８２円

切
手
を
貼
り
、
住
所
及
び
氏
名
を
明
記
す
る
こ
と
（
宛
名

は
「
○
○
様
」
と
す
る
こ
と
。
）
。

の
り

・
封
筒
の
規
格
は
、
２３．５cm

×
１２cm

（
長
形
３
号
）
、
糊
付
封

筒
と
す
る
（
両
面
テ
ー
プ
貼
付
可
）
。

④
自
己
紹
介
書

・
所
定
の
も
の
（
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
入
す
る
こ
と
。
）

時
間

試
験
等

試
験
会
場

９
：
００

入
室
完
了

・
試
験
室
に
は
、
８
：
３０か

ら
入
室
可

９
：
００～

９
：
２０

出
欠
確
認
、
諸
注
意

大
分
県
教
育
委
員
会

１
目
的

大
分
県
教
育
庁
等
職
員
（
埋
蔵
文
化
財
担
当
）
を
志
望
す
る
者
に
つ
い
て
、
平
成
２９年

度
採
用
に
当
た

っ
て
の
選
考
資
料
と
す
る
た
め
に
実
施
す
る
。

２
選
考
対
象
の
職
種
、
採
用
予
定
者
数
及
び
職
務
内
容

３
受
験
資
格

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
学
校
教
育
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
２６号

）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院

で
、
考
古
学
、
歴
史
学
若
し
く
は
文
化
財
学
に
関
連
す
る
専
門
課
程
を
卒
業
（
修
了
）
し
た
者
又
は
卒

業
見
込
み
（
修
了
見
込
み
）
の
者

�
昭
和
４１年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者

�
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者

�
平
成
２９年

４
月
１
日
以
降
の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
者

※
受
験
資
格
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
合
格
を
取
り
消
す
。
ま
た
、
県
職
員
と
し
て
ふ
さ

わ
し
く
な
い
非
違
行
為
が
あ
っ
た
場
合
は
、
合
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

４
出
願
等
手
続

�
願
書
受
付
期
間
及
び
提
出
方
法

提
出
方
法
は
、
次
の
①
又
は
②
と
す
る
。

�
書
類
の
提
出
先

大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
大
分
県
庁
舎
別
館
７
階

大
分
県
教
育
庁
教
育
人
事
課
採
用
試
験
・
免
許
班

郵
便
番
号

８７０－
８５０３

電
話
（
０９７）

５０６－
５５１７

�
提
出
書
類

（
注
意
）
ア
必
要
書
類
及
び
記
載
事
項
が
不
備
の
場
合
は
、
受
け
付
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。

イ
願
書
と
受
験
票
は
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

ウ
願
書
、
受
験
票
及
び
自
己
紹
介
書
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
http://kyouiku.oita-ed.jp/）

か
ら
も
入
手
で
き
る
。

エ
受
験
料
は
不
要
で
あ
る
。

�
受
験
票
の
交
付

平
成
２８年

１２月
１６日

（
金
）
頃
本
人
宛
て
発
送
す
る
。

※
平
成
２８年

１２月
２１日

（
水
）
を
過
ぎ
て
も
受
験
票
が
届
か
な
い
場
合
は
、
４
�
の
書
類
の
提
出

先
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

５
第
１
次
試
験

�
期
日

平
成
２８年

１２月
２４日

（
土
）

�
試
験
場

大
分
県
庁
舎
新
館
１４階

大
会
議
室
（
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
）

（
注
意
）
受
験
者
に
よ
る
県
庁
舎
駐
車
場
の
利
用
は
で
き
な
い
。

�
試
験
内
容
及
び
日
程

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
）
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９
：
２０～

１０：
２０

専
門
試
験

・
埋
蔵
文
化
財
担
当
職
員
と
し
て
の
専
門
知
識
（
考
古

学
等
）

試
験

内
容
等

実
技
試
験

・
埋
蔵
文
化
財
担
当
職
員
と
し
て
の
専
門
知
識
（
考
古
学
）
に
つ
い
て
の
実
技

個
人
面
接

・
人
物
、
教
養
、
専
門
性
及
び
公
務
員
と
し
て
の
適
格
性
に
つ
い
て
の
個
人
面
接

第
２
次
試
験
（
３００点

）

個
人
面
接

２００点

実
技
試
験

１００点

第
１
次
試
験
（
１００点

）

専
門
試
験

１００点

試
験

配
点

〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

※
専
門
試
験
に
遅
刻
し
た
場
合
は
、
試
験
開
始
後
３０分

以
内
に
限
り
受
験
を
認
め
る
。

�
携
行
品

受
験
票
、
時
計
（
計
時
機
能
の
み
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
筆
記
具
（
黒
鉛
筆
又
は
シ

ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
（
H
B
程
度
）
、
消
し
ゴ
ム
）

�
選
考
結
果

①
第
１
次
試
験
の
合
格
者
数
は
、
採
用
予
定
者
数
の
４
倍
と
す
る
。

た
だ
し
、
採
用
予
定
者
数
の
４
倍
以
内
で
あ
っ
て
も
、
成
績
が
著
し
く
低
い
場
合
は
、
合
格
者
と

し
な
い
。

※
成
績
が
著
し
く
低
い
場
合
：
第
１
次
試
験
の
得
点
率
が
４０％

（
１００点

満
点
中
４０点

）
以
下

に
該
当
す
る
場
合

②
第
１
次
試
験
の
選
考
の
結
果
は
、
平
成
２９年

１
月
１７日

（
火
）
午
前
９
時
に
、
大
分
県
庁
舎
本
館

１
階
の
県
政
掲
示
板
（
県
民
室
横
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
受
験
者
全
員

に
文
書
で
通
知
す
る
。

ま
た
、
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://kyouiku.

oita-ed.jp/）
に
も
掲
載
す
る
。

③
第
１
次
試
験
の
合
格
者
は
、
選
考
結
果
の
通
知
に
同
封
さ
れ
る
「
健
康
診
断
書
」
を
用
い
、
健
康

診
断
を
受
け
、
そ
の
診
断
結
果
を
第
２
次
試
験
当
日
受
付
時
に
提
出
す
る
こ
と
。

④
第
１
次
試
験
の
専
門
試
験
の
「
正
解
・
配
点
」
を
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
http://kyouiku.oita-ed.jp/）

に
掲
載
す
る
。

６
第
２
次
試
験

第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
第
２
次
試
験
を
実
施
す
る
。

な
お
、
日
程
等
の
詳
細
は
、
第
１
次
試
験
結
果
通
知
の
際
に
第
１
次
試
験
合
格
者
に
対
し
て
通
知
す

る
。
�
期
日

平
成
２９年

２
月
４
日
（
土
）

�
試
験
場

大
分
県
教
育
セ
ン
タ
ー
（
大
分
市
大
字
旦
野
原
８４７番

地
の
２
）
電
話
（
０９７）

５６９－
０１１８

�
試
験
内
容

�
選
考
結
果

選
考
の
結
果
は
、
平
成
２９年

２
月
９
日
（
木
）
午
前
９
時
に
、
大
分
県
庁
舎
本
館
１
階
の
県
政
掲
示

板
（
県
民
室
横
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
受
験
者
全
員
に
文
書
で
通
知
す

る
。
ま
た
、
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://kyouiku.

oita-ed.jp/）
に
も
掲
載
す
る
。

７
各
試
験
の
配
点

８
得
点
等
の
送
付
・
開
示

受
験
者
全
員
に
対
し
て
、
選
考
試
験
の
得
点
を
、
選
考
試
験
の
結
果
の
通
知
と
と
も
に
送
付
す
る
（
口

頭
に
よ
る
開
示
（
簡
易
開
示
）
は
行
わ
な
い
。
）
。

９
合
格
者
の
行
う
手
続

合
格
者
は
、
指
定
す
る
日
ま
で
に
採
用
の
た
め
の
必
要
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。
詳
細
は
、
合
格
者
に

対
し
て
通
知
す
る
。

１０
採
用
及
び
給
与

�
合
格
者
は
、
平
成
２９年

４
月
１
日
付
け
で
採
用
す
る
。

�
採
用
時
の
給
料
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３２年

大
分
県
条
例
第
３９号

）
等
の
規
定
に

基
づ
き
決
定
す
る
。
そ
の
他
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
期
末
・
勤
勉
手
当
等
の
諸
手
当

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

な
お
、
採
用
前
の
職
歴
を
有
す
る
者
は
、
条
件
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
る
。

１１
そ
の
他

携
帯
電
話
は
試
験
場
内
で
は
電
源
を
切
り
、
か
ば
ん
等
に
入
れ
て
お
く
こ
と
。
携
帯
電
話
を
時
計
代
わ

り
に
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
・
選
管
委
告
示
）

八



十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
現
在
で
大
分
県
議
会

議
員
及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五

十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の

四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数

一
九
、
七
七
七
人

二

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
二
三
、
六
〇
六
人

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

大

分

市

一
三
一
、
七
八
七
人

別

府

市

三
三
、
二
七
六
人

中

津

市

二
三
、
三
三
三
人

日

田

市

一
九
、
〇
二
二
人

佐

伯

市

二
一
、
三
六
三
人

臼

杵

市

一
一
、
四
七
三
人

津

久

見

市

五
、
四
九
二
人

竹

田

市

六
、
七
六
六
人

豊
後
高
田
市

六
、
六
〇
四
人

杵

築

市

八
、
六
九
〇
人

宇

佐

市

一
六
、
二
八
七
人

豊
後
大
野
市

一
〇
、
九
五
六
人

由

布

市

九
、
八
九
六
人

国
東
市
・
姫
島
村

九
、
二
七
五
人

日

出

町

七
、
八
九
二
人

九
重
町
・
玖
珠
町

七
、
五
一
〇
人

〇
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
２４号

警
察

署
保
護
取
扱
規
程
（
昭
和
３５年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１７号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
２８年

１１月
１８日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
坂
規
生

様
式
第
３
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

九



平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
〇



印

月 日 　 　 時 分 （通報者 ）

□　精神保健福祉法第23条 （うち入院の有無　□　有　□　無） （受理者 ）

□　酩酊者規制法第７条 　

）号第号番書文（日月年⑬

　□□□

）□□

日分時日月　年自

分時日月　年至

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

ぎ継引関機祉福共公・健保衆公　□□

□ 公の機関引継ぎ □　解除（帰宅等）

）日分時日月

）分時日月

印印

返　　還　　欄

物　　品　　名 員数
（金額） 預入月日 預入者印 保管者印 返還月日 受領者印 預入者

との関係 返還者印

保
護
主
任
者

保
護
者

係　　名

階　　級

氏　　名

⑪
保
管
物
品

預　　か　　り　　欄

名 氏 者 扱 取名 氏 人 会 立

⑫ 知事等への通報

簡裁への通知

⑭
保
護
期
間
の
延
長

延長の理由
引受人（不明・未着） 酔いが覚めない 身元不明

（他のそ中続手渡引

官判裁所判裁易簡官判裁付発状可許　　

延長期間
午前・午後

間 時後午・前午

医　　療

⑮
給
与

・・・・・日　　月

食
　
事

朝　食

昼　食

夜　食

・

間時間時護保（時日除解護保　　

　　引 渡 （ 引 継 ）
　　日 時 ・ 場 所 （引渡場所

階級

名氏名氏

引
渡

引
継

状
況
等

　　保護解除理由
家族・知人等引渡し

備
考

・

返
　
 
　
済

未
 
返
 
済

　　引　　受　　者

続柄（機関名） 解
除
担
当
者

係名

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〇
公

告

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
機
の
賃
貸
借

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
商
工
労
働
部
情
報
政
策
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

四

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

営
業
本
部
長

村

上

春

生

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

五

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

五
千
七
百
九
十
七
万
七
千
五
百
三
十
二
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土

交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
・
オ
ル
ソ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

竹
田
市
及
び
玖
珠
郡
九
重
町

三

作
業
の
終
了
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
六
日

附
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
28年
11月
21日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
・
公
告
）

一
二


